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（
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
第
十
四
・
十
一
条
（
情
報
の
電
子
的
手
段
に
よ

る
国
境
を
越
え
る
移
転
）
及
び
第
十
四
・
十
三
条
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連
設
備
の
設
置
）
の
規
定
に
基
づ
く
義
務
の
違

反
に
関
す
る
同
協
定
第
二
十
八
章
（
紛
争
解
決
）
の
規
定
の
適
用
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和

国
政
府
と
の
間
の
交
換
公
文
）

（
ベ
ト
ナ
ム
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
大
臣
は
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定

（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）
の
本
日
の
署
名
に
関
連
し
て
、
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
（
以
下
「
ベ
ト
ナ
ム
」
と
い
う
。
）

政
府
及
び
日
本
国
政
府
が
電
子
商
取
引
に
つ
い
て
次
の
了
解
を
共
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

１

両
国
は
、
協
定
と
の
整
合
性
を
確
保
す
る
た
め
、
ベ
ト
ナ
ム
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
法
又
は
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
に
関
す
る
関
連
法
令
の
実
施
の
た
め
の
協
力
に
つ
い
て
の
協
議
を
継
続
す
る
。

２

日
本
国
は
、
協
定
第
十
四
・
十
八
条
（
紛
争
解
決
）
２
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
定
が
ベ
ト
ナ
ム
に
つ
い
て
効
力
を
生
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ず
る
日
の
後
五
年
間
、
協
定
第
十
四
・
十
一
条
（
情
報
の
電
子
的
手
段
に
よ
る
国
境
を
越
え
る
移
転
）
及
び
第
十
四
・
十
三

条
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連
設
備
の
設
置
）
の
規
定
に
基
づ
く
義
務
の
違
反
と
し
て
、
ベ
ト
ナ
ム
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

法
又
は
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
関
連
法
令
に
基
づ
い
て
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
措
置
に
つ
い
て
協
定
第
二
十

八
章
（
紛
争
解
決
）
の
規
定
を
利
用
す
る
こ
と
を
差
し
控
え
る
。

本
大
臣
は
、
更
に
、
こ
の
了
解
を
共
有
す
る
こ
と
を
ベ
ト
ナ
ム
政
府
に
代
わ
っ
て
確
認
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
書
簡
及
び
閣

下
の
返
簡
が
両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
し
、
そ
の
合
意
が
ベ
ト
ナ
ム
及
び
日
本
国
に
つ
い
て
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
効
力

を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

二
千
十
八
年
三
月
八
日

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国

商
工
大
臣

チ
ャ
ン
・
ト
ゥ
ア
ン
・
ア
イ
ン

日
本
国
経
済
再
生
担
当
大
臣

茂
木
敏
充
閣
下
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（
日
本
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
大
臣
は
、
本
日
付
け
の
閣
下
の
次
の
書
簡
を
受
領
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
光
栄
を
有

し
ま
す
。

（
ベ
ト
ナ
ム
側
書
簡
）

本
大
臣
は
、
更
に
、
日
本
国
政
府
が
こ
の
了
解
を
共
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
閣
下
の
書
簡
及
び
こ
の
返
簡
が

両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
し
、
そ
の
合
意
が
日
本
国
及
び
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
に
つ
い
て
の
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
光
栄
を
有

し
ま
す
。
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二
千
十
八
年
三
月
八
日
に
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
で

日
本
国
経
済
再
生
担
当
大
臣

茂
木
敏
充

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国

商
工
大
臣

チ
ャ
ン
・
ト
ゥ
ア
ン
・
ア
イ
ン
閣
下


